
 

3月度 「連合アクション」街宣行動 

               日 時：2026年 2月 27 日（金）18：00～ 

               場 所：近鉄 郡山駅 

 

 3月度の街宣活動は、全国合同の「連合アクション」を行いました。今話題の労働時間の上限

ルールについて、2019年 4月から順次スタートになった「基本のルール」は、勤務時間１日 8時

間、週 40時間以内と、労使間での「36（さぶろく）協定」締結です。また残業は月 45時間以

内、年 360時間以内（臨時的な特別の事情がある場合を除く）という取り決めを行っています。

月 100時間を超える残業は「過労死ライン」とされていて、過労死や病気等につながる危険性が

高く、労災認定されるかどうかのボーダーラインとされています。労働時間等の疑問などがあれ

ば、「連合なんでも労働相談ホットライン」にご相談くださいと、林大和郡山市会議員と 9名の

役員・幹事の皆さんとともに近鉄郡山駅で呼びかけをしました。    

    連合奈良 西和地域協議会  
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